
R5.7事前調査
への回答

事前調査時の

協定締結の意向

・協定書（案）が事前調査時の

メールアドレスへ送付されます。

（２をご確認ください。）

事前調査を修正したい場合は、2/19以降に
再度事前調査にご回答ください。

（１をご確認ください。）

事前調査へご回答ください。
（１をご確認ください。）

回答確認後、順次協定書（案）が登録アドレスへ送付されます。

2/19以降に事前調査にご回答ください。(1をご確認ください。）

過去事前調査に回答していた場合は、2/16頃までに協定書（案）が登録アドレスあて

に届きます。届いた場合はご対応ください。

有

無

わからない

有

無


